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１ 監査の対象  
   次に掲げる公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行及び経営に係る事 

業の管理状態についての監査 
指定管理施設  笛吹市芦川農産物直売所、笛吹市芦川活性化交流施設 

   市 担 当 課  芦川支所 
   指定管理 者  芦川農産物直売所運営委員会 
           会長 原 百枝  
 
 
２ 監査基準日・監査の範囲 
   平成 25年 3月 31日現在における公の施設の指定管理事務 
 
 
３ 監査の実施日 

平成 25年 5月 21日 午前 10時 30分から 

 
 
４ 監査の方法 
    監査の対象となった公の施設に係わる指定管理に関する下記項目について、

担当課長及び指定管理者から提出された資料に基づき説明聴取を行った。 
① 指定管理者の概要 
② 指定管理者にかかる基本協定書 
③ 指定管理者にかかる平成 23 年度協定書 
④ 平成 23 年度業務計画書 
⑤ 平成 23 年度事業状況報告書（モニタリング用） 
⑥ 平成 23 年度指定管理者チェックシート 
⑦ 平成 23 年度業務報告書 
⑧ 指定管理者にかかる平成 24 年度協定書 
⑨ 平成 24 年度業務計画書 
⑩ 平成 24 年度事業状況報告書（モニタリング用） 
⑪ 平成 24 年度指定管理者チェックシート 
⑫ 平成 24 年度業務報告書 
⑬ 施設の指定管理における懸案事項及び問題点 
⑭ 施設の利用状況 
⑮ 施設の修繕及び備品の修繕業務の状況 
⑯ 指定管理料出納簿（平成 23 年度・平成 24 年度） 
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５ 監査の着眼点 
  監査にあたり次の点に着眼し監査を行った。 

・事務事業が法、条例規則等に則り適正に行われているか。 
・指定管理者の選定やモニタリング等において、問題が発生していないか。 
・協定書等に基づく指定管理者の義務の履行は適切に行われているか。 

 
 
６ 監査の結果 
    現在の業務内容については、おおむね良好であると認められる。 
    なお、監査において気がついた点を後述するので、今後適切な措置を講じら

れたい。なお、担当課においては、指定管理者へ必要な指導を行うとともに、

指定管理者についても適切な対応を図られたい。 
 
 
７ 指摘・要望事項 
  芦川支所 

笛 吹 市 
芦川農産

物直売所

芦川活性

化交流施

設 

① 

指定管理者の施設管理状況等については、市担当課として独自

に、利用者への聞き取り調査（アンケート）や意見箱（市独自

のもの）を直接設置し、利用者意見の反映に努めるとともに、

市の施設として施設サービス及び利用者の満足度が向上され

るよう、担当課として指定管理者を管理指導する方策を検討す

る要あり。 

② 
税理士への報酬が高額になっているので、経費節減のためにも

精査をすること。 

③ 
事務費・雑費等の支払い手数料が年間約 16 万円と高額になっ

ているので、振込手数料については小切手払いやお金を取りに

来らせる等の方法により、経費の節減に努めること。 

 
 地方自治法第 199 条第 12 項の規定により監査結果に基づき講じた処置の内容につ

いて平成２５年度定期監査資料の中で報告をお願いします。 


